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（１）平成２８年度千葉県社会教育施策について            

   ・平成２８年度 生涯学習課主要事業概要 

 

（２）平成２７年度全国都道府県教育長協議会第２部会研究報告について 

   ・子供の貧困対策における社会教育の支援の在り方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２８年度 生涯学習課主要事業概要 

主 要 事 業 名 事   業   の   内   容 

学校・家庭・地域連携協力
推進事業 

140,563千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校を核とした 
県内1000か所ミニ集会 
 
 
 
 
県立学校における 
｢開かれた学校づくり委員会｣
設置事業 

5,077千円 
 
 
県立学校の開放の推進 

2,801千円 
 
 
 
 
 
県立学校における 
「コミュニティ・スクー
ル」設置事業 

631千円 
 
コミュニティ・スクール 
実践研究事業 

306千円 
 
 
家庭教育支援事業 

2,104千円 
 
 
 
 
 

 学校・家庭・地域が連携協力し、地域住民等の参画を得て、学校
支援や放課後等の教育活動を進めることにより、地域全体で子供た
ちを育む体制づくりを推進します。 
 
１ 地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 
  （学校支援地域本部） 
 ・学校と地域が連携して、地域コミュニティを構築し、地域の子

供たちを地域で育てていくため、学校と地域を結ぶコーディネ
ーターを配置し、学習支援（含地域未来塾）や環境整備、登下
校の見守りなど、学校を支援する体制づくりを推進します。 

 
２ 放課後子供教室推進事業 
 ・すべての子供たちの安全・安心な活動拠点（居場所）づくりの

ため、学校の余裕教室等を活用し、地域の方々の参画を得て、
勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を
促進します。 

 ・留守家庭児童を対象とする「放課後児童健全育成事業」と一体
的あるいは連携した総合的な放課後対策（放課後子ども総合プ
ラン）として推進します。 

 
 地域住民の声を学校運営に生かす開かれた学校づくりや地域 
コミュニティの構築を目的として、県内全て（千葉市を除く）の公
立小・中・高・特別支援学校を会場に、学校職員と保護者、地域住
民とが学校・家庭・地域の様々な教育課題について、膝を交えて本
音で語り合うミニ集会の取組を推進します。 
 
 地域住民や保護者などを委員とした「開かれた学校づくり委員
会」を、学校運営協議会設置校を除く全ての県立学校に設置し、学
校の自己評価をもとに学校関係者評価を行い、学校運営上の課題を
解決する方策等を検討するなど、地域に開かれた学校づくりを推進
します。 
 

 県民の多様な生涯学習のニーズにこたえ、学習の機会の拡充を図
るとともに、開かれた学校づくりを進めるため、学校施設や教育機
能の開放を推進します。 
 ・県立学校開放講座  
 ・県立学校施設開放事業 
 ・県立学校教室等開放事業 
 
 保護者や地域住民が、学校運営協議会を通じて、一定の権限と責
任を持って学校運営に参画し改善を図るなど、学校・家庭・地域が
一体となってより良い教育を実現するとともに、地域に開かれ、地
域とともに歩む学校づくりを目指します。 
 
 コミュニティ・スクールの拡大や充実を図るため、これから導入
しようとする学校の実情に応じた制度運用の方策を研究します。ま
た、県立学校の取組を踏まえた研究の成果を積極的に提供するな
ど、市町村の取組を促進します。 
 
 子供たちの生きる力の基礎を培う家庭教育の充実を図るため、全
ての保護者へ親の学びに関する機会や情報が届くように様々な家庭
教育支援のための取組を推進します。 
１ 家庭教育推進委員会 
 ・本県の実情に応じた家庭教育支援の方策等を協議し、学校、家

庭、地域が連携協力して、社会全体で取り組む家庭教育支援の一
層の推進を図ります。 



 

主 要 事 業 名 事   業   の   内   容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「親力アップいきいき子育
て広場」事業 
 
 
「家庭教育支援団体データ
バンク」事業 
 
「学校から発信する家庭教
育支援プログラム」活用推
進事業 
 
「ちば家庭・学校・地域 
応援企業等登録制度」 

 
 
企業等での社会体験活動 
（キャリア教育推進事業） 

2,374千円 
 
 

 
 
 
 

 
２ 市町村家庭教育支援事業 
 ・市町村の家庭教育支援関係者の知識・技術の習得及び資質の向

上を図るとともに、関係機関・関係者のネットワークを構築
し、家庭教育支援体制の強化を図ります。 

（１）家庭教育相談担当者協議会 
 
（２）市町村担当者研修 
 ・市町村相談員等のための家庭教育研修講座（講座Ⅰ・講座Ⅱ） 
 ・「親の学びプログラム」活用推進研修会 
  (ア)スタート研修 
  (イ)フォローアップ研修 
 
（３）家庭教育支援研究協議会 
 
（４）子供の生活習慣改善事業 
 ・子供の生活習慣を一層改善するため、「早寝早起き朝ごはん」

の取組に関する講演、ホームページ等による広報、さらに、こ
れらの取組に意欲的な団体を、「優れた『早寝早起き朝ごは
ん』運動の推進にかかる文部科学大臣表彰」に推薦する等、子
供の生活習慣改善に向けた啓発活動を推進します。 

 
３ 企業における家庭教育支援講座 
 ・県内企業の協力を得て、働く親等に対し、親の学習機会の充実

を図るための社員研修を行い、家庭における教育力の向上を図
ります。 

 
４ 家庭教育リーフレット活用事業 
 ・基本的な生活習慣や親子のコミュニケーションなど家庭教育の

ポイントをまとめたリーフレットを、3歳児、小1、小4、中1の 
  4種類を作成し各家庭に配布して、家庭の教育力向上を図りま

す。 
 
 子供の発達段階に応じた生活習慣やしつけなど、家庭教育に関す
る手立てや知識等の情報を掲載したウェブサイト「親力アップいき
いき子育て広場」の充実により、家庭の教育力向上を図ります。 
 
 家庭教育や子育てを支援している団体をホームページで紹介し、家
庭教育支援や親の学習機会の充実を図ります。 
 
 保護者向けの啓発資料編と学校行事等で教員が保護者に働きかける
ための指導プログラム編で構成する家庭教育支援資料集について、学
校等での活用を一層推進します。 
 
 教育分野での社会貢献活動に取り組む企業と連携し、その取組を
ホームページ上で紹介するなど、家庭・学校・地域が一体となっ
て、子供たちを育てる環境づくりを推進します。 
 
 児童・生徒が望ましい勤労観、職業観を身に付け、社会で自立
し、仕事を通じて社会に貢献できるよう、学校外における職場見学
や体験活動の機会を企業等と連携し提供します。また、保護者向け
のキャリア教育リーフレットを配布し、キャリア教育の普及・充実
を図ります。 
１ 夢チャレンジ体験スクール 
 ・サイエンススクール:研究機関等での観察・実験 
 ・キャリア教育科学・先端技術体験キャンプ:企業・大学等での科

学・技術体験、研究者へのインタビュー 



 

主 要 事 業 名 事   業   の   内   容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高等学校と大学との連携の 
促進 
 
 
企業と連携した子供応援事
業（新規事業） 
 
 
 
さわやかちば県民プラザ 
における生涯学習の推進 

204,608千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子どもの読書活動推進事業 

832千円 
 
 

 
 
 
県立図書館サービスの充実 

343,691千円 
 

 ・キャリア教育しごと体験キャンプ:職業人へのインタビュー、就
業体験、大学レベルの講義等 

 
２ 子ども参観日キャンペーン 
 ・子供たちが親の働く姿に接することができるよう、企業等に

「子ども参観日」の実施を働きかけるとともに、実施した企業
をホームページ上で紹介するなど、企業等の参加を促進しま
す。 

 
３ キャリア教育啓発資料 
 ・公立高等学校及び特別支援学校高等部新入生の保護者に啓発リ

ーフレットを配布し、キャリア教育を推進します。 
 
 県内の大学・短期大学との高大連携に関する取組予定を調査し、
ホームページに掲載するなど、高等学校が高大連携に取り組みやす
い環境の整備を図ります。 
 
 「放課後子供教室」等と「ちば家庭・学校・地域応援企業等登録
制度」に登録している企業の連携を図り、企業のもつ人材、情報、
物資等を子供たちの活動のために提供することをとおして、活動の
充実を図る仕組を探ります。 
 
 本県の生涯学習の振興や芸術文化活動の振興を図るため「さわや
かちば県民プラザ」において、以下の取組を推進します。 
１ 学んだ成果を生かすシステムの構築をめざします。「まなびシ
ステム“ちばネット”＊1」や「県民カレッジ」による県民の学び
を支援するシステムとともに「千葉県生涯学習情報提供システム
（ちばりすネット）＊2」の充実を図ります。 

 
２ 市町村の生涯学習・社会教育担当課とのネットワークを更に強
化するため、情報共有や情報交換等を通して相互理解を深めるべ
く「顔の見える連携」を推進します。 

 
３ 社会教育・生涯学習推進講座等を実施し、社会教育関係者等の
資質向上を図ります。 

 
４ 関係機関と連携し、現代的な課題及び地域の課題解決に向けた
講座等の実施や地域支援等、地域コミュニティの形成につなげて
いく取組を行います。そのひとつとして、2020年の東京オリンピ
ック・パラリンピックも意識しながら、ボランティア関係の講座
の充実を図ります。 

 
＊1 ちばネット手帳に受講した講座の学習記録を記入し、取得単位

数に応じて奨励証を交付するシステム 
＊2 「学習・イベント」「講師」「団体・サークル」の3つのカテ

ゴリで、県内の生涯学習に関する情報を提供するシステム 
 
 「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）」に基づき、子供
の読書環境の整備を推進します。 
 ・子供の発達段階に応じた、保護者向け読書活動啓発リーフレッ

トの配付 
 ・「千葉県子ども読書の集い」の開催 1回 
 ・「公立図書館と学校の連携を図るための研修会」の開催 1回 
 
 「千葉県立図書館の今後の在り方」に基づき、専門書や学術雑誌
などを中心とした調査研究のための図書・資料の整備や蔵書の管理
・検索システムの運用、市町立図書館等への図書の配送、各種研修



 

主 要 事 業 名 事   業   の   内   容 

 
 
 
中央図書館の施設整備 

(安全対策) 
6,828千円 

 
 
 
メディア教材開発事業  

112千円 
 
 
視聴覚教育指導者研修事業 

114千円 
 
社会教育主事講習等研修 
受講促進事業 
 
 
 
社会教育関係団体の支援 

5,657千円 
 
 
青少年教育施設における 
自然体験・生活体験活動の
推進 

467,374千円 
 
通学合宿推進事業 
 
 
 
 
 
 
体験活動指導者養成事業 
 
 
 
 
 
社会人権教育指導研修事業 

802千円 
 
 
 
 
 
 
 
千葉県人権教育促進事業 

6,757千円 

・講座の開催等、県民の多様なニーズに応えられるよう、図書館サ
ービスの充実を図ります。 
 

 中央図書館を県内図書館の中核と位置付け、ワンストップサービ
スの推進などその機能強化や利用者の安全・安心の確保のために、
平成28年1月に教育庁内にプロジェクト・チームを立ち上げ、中央図
書館整備の方向性について検討を進めます。なお、当面の安全対策
として施設の一部立ち入りの制限及び利用場所の変更を行います。 
 

 社会教育や学校教育に関する各種メディア教材の開発作品を県民
から広く募集し、学習成果発表の機会を設けるとともに、各種の生
涯学習講座・研修会や授業での積極的な活用を図ります。 
 
 メディア教育に関する基本的な知識と技能を習得し、ＩＣＴ機器
・教材を実際に即して適切に活用できるようにします。 
 

 社会教育主事の配置促進と有資格者の増加、社会教育に携わる職
員の資質向上を図るため、国立教育政策研究所社会教育実践研究セ
ンターで実施される社会教育主事講習への、公立学校教職員等によ
る受講を促進します。 
 

 社会教育の充実・振興のため、社会教育関係団体への助成により
支援します。今年度は第66回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会千葉大
会の支援をします。 
 

 青少年教育施設の豊かな自然環境を活用した宿泊を伴う自然体験
や生活体験などを通して、学校では体験することのできない失敗体
験や成功体験を積み重ねながら、対人関係能力の育成など、青少年
の健全育成を推進します。 
 
 子供たちが親元を離れ、地域の公民館や青少年教育施設等に宿泊
しながら通学する「通学合宿」を推進し、団体生活の中で日常生活
の基本を学ばせるとともに、子供たちの社会性、自主性、協調性を
育みます。また、運営に地域住民の参画を促進することにより、地
域ぐるみで子供を育てる機運の醸成と地域コミュニティの活性化を
図ります。 
 
 県立青少年教育施設の豊かな自然環境や体験活動指導に係るノウ
ハウ等を活用し、子ども会の指導者等地域における青少年指導者
や、教員・公民館職員等の青少年指導者を対象とした体験活動指導
者を養成することを通して、県内における体験活動の推進体制の整
備を図ります。 
 
１ 社会人権教育指導者の養成 
  市町村職員及び社会教育関係者に対する人権教育を推進し、社
会人権教育指導者の養成を図ります。 

 ・社会人権教育指導者養成講座  年4回開催 
 ・社会人権教育地区別研修会    5会場で開催 
 ・社会人権教育中央研修会 
 
２ 社会人権教育指導者資料を刊行します。 
 
 同和問題をはじめとした、子供や障害者等をめぐる人権問題に係
る教育的課題の解決を図るため、人権教育推進員を選任し、人権教
育に関する啓発活動や相談活動を実施します。 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

  

 

  

 

 

【市町村】（２６０市町村） 

「子供への支援」‥‥‥‥‥ ２９６件 
「保護者への支援」‥‥‥  ３１５件 
「地域への支援」‥‥‥‥‥ １０１件 
「人材確保・資質の向上」‥ １７０件 

 

子供の貧困対策における社会教育の支援の在り方 

【都道府県】（４７都道府県） 

「子供への支援」‥‥‥‥‥ ４０件 
「保護者への支援」‥‥‥ １４２件 
「地域への支援」‥‥‥‥ １９４件 
「人材確保・資質の向上」‥ ９０件 
 
 
 

○子供への支援 ○保護者への支援 ○地域への支援 ○人材確保・資質の向上 
○首長部局との連携 ○地域からの支援 
○子供の貧困対策につながる計画での社会教育部局の位置付け 
○子供の貧困対策へつながる取組として考えられる支援 
○直接、支援を届けるために取り組んでいることや工夫 
○課題と思われることや困難に感じていること    

 

平成２８年７月４日 

子供の貧困率は１６．３％であり、６人に１人が貧困の状
態にある（平成２４年：厚生労働省の調べ）と示され、子供の貧
困対策の推進に関する大綱が定められた。子供の貧困対策は
各都道府県において共通の喫緊の課題であり、対応が求めら
れている。          

 
貧困対策という視点で、社会教育の立場から何ができるの
か、どのように支援をする必要があるのか。 

 

各都道府県の施策立案に役立つ「基礎資料」の作

成と、貧困の連鎖を断ち切る方策を模索するために、

全都道府県や研究担当県の２６０市町村を対象とし

て子供の貧困対策における社会教育を柱とした支援

の在り方を調査 

 

a:18件 

a:17件(6.5%) 

b:3件 

b:8件 

c:22件 

c:192件 

d:4件 

d:43件 

0% 50% 100% 

a:実施している b:実施していないが 

検討中 

c:実施していない d:把握していない 

都道府県 
 

市町村 

（回答数：４７件） 

（回答数：２６０件） 

例 
「放課後子供教室」 

・２６０市町村のう
ち１７１の市町
村が「効果が大い
にある・ある」と
回答 

 

各自治体が現状の取組内容や意義を再認識し、貧困の連鎖を断ち切るための施策の推進 

○「支援を届ける対象を把握するため、個人情報をどう扱っていくのか」「予算の確保はいかにすべきか」「効

果的な連携をすすめていくためにはどうしたらよいか」等の課題に対する方策を探っていくこと 

○支援を必要とする人のもとに確実に届き、有効に活用されるなど、能動的な施策の運用についての検討 

 

・「連携の方法がわからず、うまく進められない」等の課題 
・支援を必要とする人に、細かく確実な支援を届けるためには、多面的なアプローチが必要 
 
 
・実施している自治体の事例を参考としての検討 
・受けられるべき支援が、必要としている人のもとに届かないことがないような、関係各部署がしっかり
とつながった確実な支援の提供 

 
 

調
査
内
容 

（２）社会教育における貧困対策にもつながる取組 （１）「子供への支援」「保護者への支援」「地域への支援」「人材確保・資質の向

上」における都道府県と市町村の実態 

○貧困家庭の子供にもそうでない子にも、同じように環境が整えられ、それらを共有することで、貧困がも
たらす教育や体験の格差をより縮小していくことができる 

（３）貧困対策にもつながる充実した社会教育の取組を進めるために、必要とされる連携の在り方等 

《今後に向けて》 

研究課題 

研究の趣旨 

「連携」の重要性と難しさ 

社会教育担当課だ
けでなく様々な課が
担当。 

貧困対策を推進し
ていくには、支援の漏
れがないよう連携を
図っていくことが求
められる。 

市町村によっては、
単独で実施するのが
難しい状況。 

 
都道府県において

も、市町村の取組に加
えた更なる人材育成
に努める必要。 

市町村では「a:地域
との連携」が全体の約
８割を占める。  

 
都道府県において、

市町村が連携するこ
とができる企業・ＮＰ
Ｏ等に関する「情報提
供や新規開拓」の推
進。 

図１ 

図２ 

グラフ３ 

全１,３４８件 

背
景 

課
題 

・担当課について 

「全て」の子供が対象となる支援は、貧困家庭の子供も含まれる。貧困を主たる目的として行っている
ものではない取組も、貧困の家庭や子供への支援として有効である。 

 ・社会教育担当課が実施または、関わっている取組数 

 

《調査の概要》 

 

・家庭教育コーディネーター育成に係る研修の実施状況 

・連携先（子供への支援、保護者への支援、人材確保・資質の向上の合計） 

調査結果と考察 

「全て」の子供が対象 「貧困家庭」の子供が対象 

支     援 支 援 

【目 的】 
・高等学校等就学のための資金援助 
（貧困の連鎖を断ち切るための一手段） 

【目 的】 
・安全・安心な活動拠点（居場所）づくり  
・心豊かで健やかな子供の育成 

どちらも有効 

結果として「貧困対策」にも効果的な支援 「貧困対策」を主たる目的とした支援 

例）高校生等奨学給付金 例）放課後子供教室 

貧困家庭の子供 貧困家庭の子供 

a:55% 

a:82% 

b:13% 

b:2% 

c:5% 

c:3% 

d:6% 

d:4% 

e:10% 

e:4% 

f:5% 

g:6% 

g:5% 

0% 50% 100% 

都道府県 

市町村 

a:地域と連携 b:企業と連携 c:ＮＰＯと連携 

d:地域・企業・ＮＰＯと連携 e:地域及び企業と連携 f:企業及びＮＰＯと連携 

g::ＮＰＯ及び地域と連携 

（実施している数：１３１件） 

（実施している数：３９３件） 

図３ 

図４ 

a:2件 

a:1件 

b:4件 

c:4件 

c:14件 

d:2件 

d:1件 

e:3件 

e:14件 

0% 50% 100% 

a:福祉担当課 b:子育て等担当課 
c:社会教育担当課 d:学校教育担当課 
e:その他(複数の場合も含む) 

親の学び
直しへの
支援 
 
子育て悩
み等の相
談業務 

 

 

（実施している数：３４件） 

（実施している数：１１件） 

（都道府県） 

図１ 



議事資料 
 

 

（１）平成２８年度社会教育関係団体に対する補助金の交付について 

   ・社会教育法（抜粋）                        

  ・平成２８年度社会教育関係団体に対する補助金の交付について（諮問） 

  ・平成２８年度社会教育関係団体に対する補助金について（案）        

 

  ○別添資料 

    平成２８年度社会教育関係団体補助金交付申請に関する資料 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）平成２８年度社会教育関係団体に対する補助金の交付について 

 

・社会教育法（抜粋） 

（社会教育関係団体の定義） 

第１０条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わ

ず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主た

る目的とするものをいう。 

 

（審議会等への諮問） 

第１３条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付し

ようとする場合には、あらかじめ国にあつては文部科学大臣が審議会等

（国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第８条に規定する機関

をいう。第５１条第３項において同じ。）で政令で定めるものの、地方

公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議（社会教育委員が

おかれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に関する

補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機

関）の意見を聴いて行わなければならない。 





平成２８年度 社会教育関係団体に対する補助金について(１０団体) 

番号 団体名 代表者名 補助対象事業 
補助金額 

(円） 

昨年度金額 

(円） 

１ 
日本ボーイスカウト

千葉県連盟 

鈴木 國男 

（萩原 博） 
・広報紙「スカウトちば」の発行 

 

80,000 

 

 

89,000 

 

２ 
一般社団法人ガール

スカウト千葉県連盟 
髙瀨 誠子 ・広報紙「ちばだより」の発行 

 

80,000 

 

 

89,000 

 

３ 
一般社団法人千葉県

子ども会育成連合会 
黒坂 典雄 ・広報紙「ちば県子連」の発行 

 

136,000 

   

 

152,000 

   

４ 
日本海洋少年団千葉

県連盟 
岡本 政之 ・夜行軍（オリエンテーリング） 

 

40,000 

     

 

40,000 

     

５ 千葉県連合婦人会 渡邉 年子 ・第６１回千葉県生活者大会 

 

66,000 

 

74,000 

６ 
千葉県ＰＴＡ連絡協

議会 
大田 紀子 ・広報紙「県Ｐ連ちば」の発行 

 

86,000 

 

 

96,000 

 

７ 
千葉県高等学校Ｐ

ＴＡ連合会 
大木 幸夫 ・広報紙「ちば高Ｐ連だより」の発行 

 

49,000 

 

 

55,000 

 

８ 

千葉県国公立幼稚園

・こども園ＰＴＡ連

絡協議会 

小寺 恭子 
・「第５４回千葉県国公立幼稚園・こども園Ｐ  

ＴＡ研究協議会千葉地区富里大会報告書」発行 

 

40,000 

   

 

40,000 

   

９ 
千葉県特別支援学校

ＰＴＡ連合会 
大竹 晴道 ・広報紙「県Ｐ連会報」発行 

 

40,000 

         

 

40,000 

         

１０ 
千葉県ユネスコ協会

連絡協議会 
金網 一男 

・「ユ協連ニュース77号」発行 

・「ユ協連ニュース78号」発行 

 

40,000 

       

 

40,000 

       

１１ 

＜特別補助＞ 

千葉県高等学校Ｐ

ＴＡ連合会 

大木 幸夫 
・第６６回全国高等学校ＰＴＡ連 

 合大会千葉大会 

5,000,000 

 

0 

 

 合   計   5,657,000 715,000 

   ※会長名は,各団体の事業計画書提出時のものです。( )内は,その後,新会長になった方です。 


